
腐敗防止方針 
 

 

東洋建設グループは、行動規範で掲げる「公正で信頼される事業活動」を履行するた

めに、贈収賄等を含むあらゆる形態の腐敗行為の防止徹底が重要であるという考えの

下、本方針を定めます。 

 

1. 適用範囲 

本方針の適用範囲は、東洋建設及びグループ会社の役職員とします。ここでの「役

職員」 には、東洋建設グループの全ての役員及び従業員、派遣社員を含みます。

また、東洋建設グループの事業に関与する全てのビジネスパートナーに対しても、

本方針の遵守を要請いたします。 

 

2. 法令等の遵守 

東洋建設グループは、事業を行う各国・地域で適用される法令及び規制を遵守しま

す。 

 

3. 腐敗行為の禁止  

東洋建設グループは、事業を行う全ての国及び地域において、直接又は間接を問わ

ず、一切の腐敗行為に関与しません。ここでいう腐敗行為とは、贈収賄（※）、利

益供与の強要、横領、背任、談合や癒着等の不正競争など、与えられた権限を濫用

し私的利益を得る全ての行為を指します。ビジネスパートナーとの間においては、

正常な商慣習又は社会通念上妥当な範囲を超えるような接待、贈答、便益その他の

利益についても供与又は受領しません。また、反社会的勢力とは一切関係を持た

ず、マネーロンダリングや不正な国際送金など組織的犯罪に関わる可能性のある取

引には関与いたしません。 

 

※ 公務員等又は民間人に対し、営業上の不正な利益を得るために、金銭及びその

他の利益を供与し、または約束すること、及びこれらの供与、約束を受けるこ

と。また、贈賄には、ファシリテーション・ペイメント（通常の行政サービス

にかかる手続き円滑化を目的とする公務員への少額の支払い）を含む。  

 

4. 適切な帳簿記録 

東洋建設グループは、腐敗行為の未然防止並びに早期発見を図るため、法令及び社

内規程に沿って正確かつ適切な帳簿記録、会計手続を行います。 

 

5. 腐敗防止のための体制整備  

東洋建設グループは、本方針の実効性を高めるべく、社内規程や内部通報制度を適

切に運用します。なお、本方針に違反する行為、及びその疑いに関する通報につい

ては、内部通報制度に基づくコンプライアンス・ホットラインで受け付けるととも

に、通報者に不利益が生じないよう保護の徹底を図ります。また、本方針の遵守状

況について、内部監査等により定期的なモニタリングを行い、本方針及び運用体制

の改善に継続して取り組みます。 



6. 教育・研修 

東洋建設グループは、社員に対し、教育・研修を通じて、本方針の周知や腐敗行為

の禁止等に関する啓発を行い、腐敗防止に努めます。 

 

7. 違反行為に対する対応 

東洋グループ社員において本方針に違反する行為が認められた場合は、当該違反者

に対し社内規程に則り厳正に処罰します。 

 


